
京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則等の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和５年９月１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則等の一部を

改正する規則 

（京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第１項１号中「第１条」を「第２条」に、「敬老乗車証（」を「第１種敬老乗車

証又は第２種敬老乗車証（」に改め、同条第２項後段中「第４条本文」を「第５条本文」

に改める。 

別表⑺の項中「８」を「９」に改める。 

（京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則の一部を改正する規

則の一部改正） 

第２条 京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（令和４年１２月２７日京都市規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

                「        「       

第２条のうち別表の改正規定中  ８  を ９  に、 

  」  」 

「        「       

  ４  を  ５  に改める。 

  」  」 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は、令和５年１０月１日か

ら施行する。 

（行財政局人事部給与課） 
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